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１４番  小 野 由 夫 議員 １５番  市 原 栄 子 議員 

○欠席議員（３名）

２番  石 澤 秀 夫 議員 １３番  丸 山 至 議員 

１６番  吉 宮 茂 議員 

○説明のため出席した者

広域連合長 佐 藤 孝 弘 副広域連合長 遠 藤 直 幸 

副広域連合長 中 川 勝    代表監査委員   玉 田 芳 和 

事務局長 丹 野 仁 敬 事務局次長 半 田 薫 

会計管理者 菊 地 育 子 事業課長 星 野 克 之 

総務係長 安 倍 大 樹 資格管理係長 冨 樫 裕一郎 

給付係長 佐 藤 浩 二 

○事務局職員出席者

事務局長（兼務） 丹 野 仁 敬 事務局次長（兼務）半 田 薫 

書  記（兼務） 安 倍 大 樹 書   記 佐 藤 圭 子 

書  記 今 野 優 喜 

○議事日程第１号

令和元年８月２日（金）午後２時開議 

第１ 議席指定 

第２ 議長選挙 

第３ 会期の決定 

第４ 会議録署名議員指名 

第５ 諸報告 

第６ 議第６号 平成３０年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

第７ 議第７号 平成３０年度山形県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出 

決算認定について 

第８ 議第８号 令和元年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号） 
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第９ 議第９号 令和元年度山形県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第１号） 

第１０議第１０号 山形県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任について 

○本日の会議に付した事件

日程第１ 議席指定 

日程第２ 議長選挙 

日程第３ 会期の決定 

日程第４ 会議録署名議員指名 

日程第５ 諸報告 

日程第６ 議第６号 平成３０年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

日程第７ 議第７号 平成３０年度山形県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入 

歳出決算認定について 

日程第８ 議第８号 令和元年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号） 

日程第９ 議第９号 令和元年度山形県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正 

予算（第１号） 

日程第１０議第１０号 山形県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任について 

午後２時００分 開議 

○副議長（早坂文也君） 当広域連合議会の議長であった加藤信明議員の任期が７月３１日をもって

満了したことにより、議長が不在となっておりますので、地方自治法第１０６条第１項の規定によ

り、副議長が議長の職務を行います。

これより、７月２６日告示招集されました令和元年７月山形県後期高齢者医療広域連合議会 定

例会を開会し、ただちに本日の会議を開きます。 

欠席通告議員は、石澤秀夫議員、丸山至議員、吉宮茂議員です。 

出席議員は、１２名で定足数に達しております。 

本日の議事は、日程第１号をもって進めます。 

議席指定 

○副議長（早坂文也君） 日程第１ 議席の指定を行います。

令和元年５月１０日告示の選挙で新たに議員となられました石澤秀夫議員及び内谷邦彦議員の

議席を定めます。会議規則第３条第２項の規定により、副議長において定めます。現在ご着席の議

席を議席とします。 
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議長選挙 

○副議長（早坂文也君） 日程第２ 議長の選挙を行います。

この選挙は、広域連合規約第１０条第１項の規定による選挙となっております。 

お諮りします。議長の選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名

推選の方法をご提案しますが、これにご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（早坂文也君） 異議なしと認めます。

したがって、議長の選挙については、指名推選の方法によることと決定しました。 

お諮りします。指名の方法については、副議長において指名することにしたいと思いますが、こ

れにご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（早坂文也君） 異議なしと認めます。

したがって、指名の方法については、副議長において指名することと決定しました。 

それでは、山形県後期高齢者医療広域連合議会議長に髙橋弘議員を指名します。 

お諮りします。ただいま副議長において指名しました髙橋弘議員を議長の当選人と定めることに

ご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（早坂文也君） 異議なしと認めます。

したがって、髙橋弘議員が議長に当選されました。 

ただいま議長に当選されました髙橋弘議員が出席しておりますので、会議規則第２７条第２項の

規定により、当選を告知します。 

  議長あいさつ 

○副議長（早坂文也君） 議長に当選されました髙橋弘議員から、ごあいさつをお願いします。

○議長（髙橋弘君） 議長。

○副議長（早坂文也君） 髙橋弘議員。

○議長（髙橋弘君） ただいま指名推薦により議長に就任いたしました髙橋弘でございます。山形県

後期高齢者医療広域連合議会の発展のために頑張って参りますので、よろしくお願いいたします。 
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    （拍 手） 

 

○副議長（早坂文也君） ここで、議長を交代します。どうもありがとうございました。 

 

    （拍 手） 

    （早坂文也副議長 議席に着席） 

    （髙橋弘議長 議長席に着席） 

 

 

    会期の決定 

○議長（髙橋弘君） 日程第３ 会期の決定を行います。 

お諮りします。この定例会の会期は、本日１日間としたいと思います。これにご異議ありません

か。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（髙橋弘君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日１日間と決定しました。 

 

 

    会議録署名議員指名 

○議長（髙橋弘君） 日程第４ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議規則第５９条の規定により、議長において指名します。会議録署名議員に、１１番 内谷邦

彦議員、１４番 小野由夫議員を指名します。 

 

 

    諸報告 

○議長（髙橋弘君） 日程第５ 諸報告を行います。 

監査委員より、平成３１年２月から令和元年７月に執行した例月出納検査の結果が、地方自治法

第２９２条において準用する同法第２３５条の２第３項の規定により、議長あて報告されておりま

す。 

また、すでに配付しております文書のとおり、令和元年６月に執行した定例監査の結果が、地方

自治法第２９２条において準用する同法第１９９条第９項の規定により、報告されております。 

以上で報告を終わります。 

 

 

議第６号及び議第７号 

○議長（髙橋弘君） 日程第６ 議第６号平成３０年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入

歳出決算認定について及び日程第７ 議第７号平成３０年度山形県後期高齢者医療広域連合後期
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高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、関連がありますので、一括して上程します。 

提案理由の説明 

○議長（髙橋弘君） この場合、提案者の説明を求めます。

○連合長（佐藤孝弘君） 議長。

○議長（髙橋弘君） 佐藤連合長。

○連合長（佐藤孝弘君） ただいま上程されました議第６号及び議第７号について、提案理由をご説

明申し上げます。両議案は、地方自治法第２９２条において準用する同法第２３３条第３項の規定

に基づき、議会の認定に付するため提出するものであります。

一般会計歳入歳出決算及び後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、その概要をご説明申

し上げます。 

初めに、一般会計の決算から申し上げます。 

歳入歳出決算書の２ページから５ページに記載のとおり、歳入の収入済額合計は６億８，７５６

万２，３３７円であり、歳出の支出済額合計は６億４，８０２万８，０５８円となることから、歳

入歳出差引残額は、３，９５３万４，２７９円となっております。 

次に、後期高齢者医療特別会計の決算について申し上げます。 

歳入歳出決算書の６ページから９ページに記載のとおり、歳入の収入済額合計は、１，５９０億 

１，１９５万１，２４６円であり、歳出の支出済額合計は１，５４５億８，７０２万８，７１５円

となることから、歳入歳出差引残額は、４４億２，４９２万２，５３１円となっております。 

また、制度上、療養給付費負担金等の精算が、次年度となることから、繰越金には令和元年度に

返還すべき負担金等が含まれておりますことをご承知おきいただきますよう、お願い申し上げます。 

なお、主要な施策の成果報告書と併せて、決算の内容について、事務局よりご説明申し上げます。 

○事業課長（星野克之君） 議長。

○議長（髙橋弘君） 星野事業課長。

○事業課長（星野克之君） それでは、平成３０年度主要な施策の成果報告書について、その概要を

ご説明申し上げます。別冊の主要な施策の成果報告書をお願いいたします。

初めに１ページをご覧ください。１ 被保険者の状況について申し上げます。平成３０年度末の

被保険者数は１９万３，６２５人で、前年同期に比べ６９６人増加で、県内人口に占める割合は、

１７．７７％と０．２５ポイント増となっております。中段以降に、被保険者数等の推移と年齢構

成内訳を記載しております。  

２ページの２ 保険財政の状況については、このあと会計決算で説明しますので、省略させてい

ただきます。 

次に、３ページをご覧ください。３ 保険給付事業について申し上げます。初めに給付額ですが、
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給付額合計が１，４７４億６，９６６万９，７９３円で、前年度比０．８３％の増であります。 

４ページをご覧ください。件数ですが、６０９万１，７８１件で、前年度比で８，７０８件、   

０．１４％の増であります。 

４ページ中段以降は、給付費の詳細について、療養給付費の内訳などを順次記載しております。 

初めに、（１）療養給付費の内訳ですが、医科入院の件数の割合は２．４６％とわずかですが、

給付額としては４８．０５％を占めております。また、医科入院外の件数の割合は５４．４０％、

給付額では２９．０６％となっております。 

次に、５ページをご覧ください。（２）療養費の内訳ですが、内容の主なものは、柔整療養費及

びあんま・マッサージであります。柔整療養費の件数の割合は７１.３７％、給付額で４６．４８％、

あんま・マッサージの件数の割合は１６．１９％、給付額で３１．２３％となっております。中段

に、参考として１人当たり年間平均給付額を記載しております。１人当たりの給付額は     

７６１，０４０円で、前年度と比較し、額にして６，１２３円、率にして０．８１％増加しており

ます。 

６ページをご覧ください。（３）審査支払手数料ですが、毎年、全国の状況などを参考に手数料

の単価等の改定について国保連合会と協議を行っております。１件当たり審査手数料単価が、前年

度より１円下がり、平成３０年３月審査分から６８円となっております。前年度に比べ、件数は増

加していますが金額は単価が下がった影響で減少しています。（４）電算処理委託料ですが、診療

報酬の審査支払の前処理として、審査支払システムへのデータ取込み、データと標準システムとの

連携について、国保連合会に委託し実施しているものであります。単価が前年度より０．５円下が

り、平成３０年３月処理分からの単価が２２．５円になりました。 

次に、７ページをご覧ください。４ 保健事業について申し上げます。被保険者の健康の保持増

進、また、生活習慣病の早期発見を目的として、健康診査事業と歯周疾患検診事業等を実施してお

ります。（１）健康診査事業については、市町村に委託して実施しております。平成３０年度は   

３９，３４３人が受診し、受診率は２２．１１％で前年度比０．７４ポイントの増であります。委

託料は、３億３，６９９万４，０１０円であります。（２）歯周疾患検診事業については、歯の減

少を予防するとともに、生活習慣病等の悪化を防止し、健康で質の高い生活を送れるように、前年

度７５歳に到達した被保険者を対象に、山形県歯科医師会に委託して実施しております。受診者は 

１，１９３人と前年度より減少していますが受診対象者数が減少していますので、受診率は   

１０．３３％で、０．２７ポイント増加しました。なお、委託料は、５８８万２，６８３円であり

ます。 

８ページ中段であります。（３）疾病分類別統計作成事業については、本県における後期高齢者

の疾病状況及び医療費の実態を分類した統計表を国保連合会に委託して作成しているものです。各

市町村等に配布し、被保険者の健康づくりのため、創意工夫により積極的に取組む各種事業の一助

として活用していただいております。（４）レセプトデータ分析事業については、レセプトデータ

分析により当広域連合の被保険者の現状を把握して、第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）

の保健事業の展開等の効果測定・点検と、今後の効率的な保健事業の立案の検討材料とするもので

す。 

次に、９ページをご覧ください。５ 医療費適正化事業について申し上げます。（１）レセプト

点検事業ですが、医療費を適正に支出するため、その業務を国保連合会に委託して実施しておりま
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す。前年度と比較して、件数・金額とも０．４４％の増加であります。 

１０ページをご覧ください。（２）医療費通知事業ですが、被保険者に健康に対する意識を深め

ていただくとともに、医療費の抑制のため医療費通知を年３回（７．１１．３月）、受診履歴のあ

るすべての方に送付しております。前年度と比較して、送付数で２８４通、０．０５％の増加、金

額で４２万８２６円、１．１６％増加しております。（３）ジェネリック医薬品利用促進差額通知

事業については、平成２３年度から実施しております。ある程度利用促進が図られてきていること

から、平成２７年度からは年１回の通知（８月）に変更しています。 

次に、１１ページをご覧ください。（４）第三者行為求償事務事業については、交通事故に係る

第三者行為等について国保連合会に求償事務を委託しております。事務委託料は、収納額の５．４％

で、８９４万７，２０８円、１７，８４３円の減となりました。収納額は、１億９，０７１万    

９，５４９円であります。なお、加害者に対する直接請求は４件ありました。 

１２ページをご覧ください。６ 電算処理システム運用業務委託事業について申し上げます。は

じめに電算処理システム運用業務委託ですが、後期高齢者医療制度の運用業務を効率的かつ適正に

行うため、標準システムの運用及び保守管理を国保連合会に委託しております。委託料は、随意契

約によるものであります。 

続いて、電算処理システム機器更改に伴うシステム導入業務委託ですが、前回の機器更改から 

５年が経過したため新たに機器更改が必要なこと、及び標準システムが平成３１年度から新たな情

報連携機能等を加えた新しいものになることから、新しいシステムの導入等を委託したものです。 

次に、１３ページをご覧ください。７ 被保険者証等作成及び封入封かん業務委託事業について

申し上げます。毎年８月１日の被保険者証の一斉更新に合わせ、被保険者証等の作成及び、制度説

明リーフレットと保険料の軽減特例見直し説明リーフレット等の封入封かん業務を委託し実施い

たしました。前年度と比較して１３１万８，６８０円、１４．８９％の減であります。８ 制度広

報周知事業について申し上げます。制度広報を効果的かつ効率的に実施するため、市町村と連携し

ながら適時適切な広報を行っております。その内容としては、制度の理解をいっそう深めるため、

パンフレット、リーフレットに加え、ホームページも利用するなど積極的な広報に努めています。 

最後に、１４ページをご覧ください。９ 長寿医療懇談会について申し上げます。本広域連合の

円滑な運営に資するため、被保険者、有識者、医療関係者、保険者、行政の各分野の方々から広く

意見をいただくことを目的として開催しております。平成３０年度は９月２７日に開催し、後期高

齢者医療制度の運営状況などについて報告するとともに、訪問指導事業等の今後の運営等について

懇談していただいております。懇談会の委員数は１０名であります。１０ 市町村後期高齢者医療

事業に対する補助事業について申し上げます。この事業は、市町村が独自に行った長寿・健康増進

事業に対する補助事業であり、２市２町への補助金３２１万３，７９２円を支出しております。そ

の事業内容は、保健師や看護師による健康相談事業、健康増進施設を利用し、運動・講話・休養等

を取り入れた健康増進事業などであります。 

以上が、主要な施策の成果報告でございます。なお、決算につきましては、説明員を交代させて

いただきます。 

 

○会計管理者（菊地育子君） 議長。 
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○議長（髙橋弘君） 菊地会計管理者。 

 

○会計管理者（菊地育子君） それでは、平成３０年度、山形県後期高齢者医療広域連合一般会計及

び特別会計の歳入歳出決算につきまして、その概要をご説明申し上げます。なお、歳入では収入済

額、歳出では支出済額の金額を主に申し上げます。よろしくお願い致します。 

決算書の１２ページ・１３ページをご覧ください。はじめに、一般会計でございます。 

まず、歳入ですが、１款分担金及び負担金は、市町村からの事務費負担金で、調定額、収入済額

とも６億３，６０１万２千円でございます。２款財産収入は、財政調整基金の利子で、７８４円で

ございます。３款繰入金は、財政調整基金繰入金で、収入済額は１１８万８千円でございます。 

１４ページ・１５ページをご覧ください。４款繰越金は、平成２９年度からの繰越金で、収入済

額は４，９３１万３，７７７円で、５款諸収入は、１項２項合わせまして１０４万７，７７６円で

ございます。 

以上、歳入合計は予算現額６億８，７０５万円に対し、調定額、収入済額とも、６億８，７５６

万２，３３７円でございます。不納欠損額、収入未済額はございません。 

次に１６ページ・１７ページをご覧ください。歳出ですが、１款議会費の支出済額は５３万  

３，９９５円でございます。２款総務費は、２１ページまでです。１項、２項、３項合わせまして、

２億２，８６７万６，０６４円であり、約３９０万円の不用額となっております。これは、総務管

理費で、職員住宅借上料が見込みを下回ったためなどでございます。 

２０ページ・２１ページをご覧ください。上から２番目の表の３款民生費は、４億１，８８１万

７，９９９円であり、約３，０００万円の不用額となっております。これは、特別会計への事務費

繰出金が見込を下回ったためでございます。４款予備費でございますが、４３万９，４６７円を２

款１項総務管理費に充用しております。 

以上、歳出合計は、予算現額６億８，７０５万円に対し、支出済額は６億４，８０２万     

８，０５８円であり、３，９０２万１，９４２円の不用額となりました。 

続きまして、２２ページ・２３ページをご覧ください。特別会計でございます。 

まず、歳入ですが、１款分担金及び負担金は、市町村で収納した保険料、及び医療給付に対する

市町村の負担金などで、調定額、収入済額とも、２４２億２，５５１万１，３３８円でございます。

２款国庫支出金は、２７ページまでです。１項、２項合わせまして、５４１億６，２６５万    

７，５４１円でございます。これは、医療給付に対する国の負担金が見込みより多く交付されたこ

となどから、予算現額に比べ増となっております。 

２６ページ・２７ページをご覧ください。３款県支出金の収入済額は１２９億８，５９８万  

９，００５円でございます。 

２８ページ・２９ページをご覧ください。４款支払基金交付金は、現役世代からの支援金で、  

５９８億７，０８８万９千円でございます。５款特別高額医療費共同事業交付金は４，４７９万 

５，１４０円で、６款財産収入は、医療給付費等準備基金の利子で、１６４万５，６０６円でござ

います。 

３０ページ・３１ページをご覧ください。7款繰入金は、一般会計と基金からの繰入金で、１項、

２項合わせまして、１６億１，８８１万７，９９９円でございます。８款繰越金は、平成２９年度
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からの繰越金で５８億９，５１７万１，００５円でございます。 

３２ページ・３３ページをご覧ください。９款諸収入は、１項、２項、３項合わせまして、収入

済額は２億６４７万４，６１２円でございます。なお、３項雑入で、不納欠損額が４万４，１６５

円、収入未済額が１４１万８，１９６円ございます。不納欠損額は、窓口一部負担割合変更による

返納金の未納について、地方自治法第２３６条第１項の規定に基づき、不納欠損処分を行ったもの

でございます。収入未済額は、医療機関の診療報酬不正請求額の返還分と、被保険者の所得更正に

伴い窓口一部負担割合が１割から３割に変更になった差額分などで、その返還請求を行っています

が、年度内までに納付されなかった分でございます。また、予算現額に比べ収入済額の増は、交通

事故に伴う第三者納付金が見込みを上回ったことなどによるものでございます。 

以上、歳入合計は予算現額１，５５０億９，７７４万６千円に対し、調定額は１，５９０億   

１，３４１万３，６０７円であり、収入済額は１，５９０億１，１９５万１，２４６円で、不納欠

損額は４万４，１６５円、収入未済額は１４１万８，１９６円でございます。 

次に３４ページ・３５ページをご覧ください。 

歳出ですが、1 款総務費の支出済額は、４億２，０４２万３，５２７円であり、約３，５００万

円の不用額となっております。これは、電算処理関連委託料が見込みを下回ったことなどによるも

のでございます。 

３６ページ・３７ページをご覧ください。２款保険給付費は、３９ページまでです。１項から４

項まで合わせまして１，４７８億５，９５８万３，４９３円であり、約４億円の不用額となってお

ります。なお、執行率は、９９．７２％でございます。これは、療養給付費などで実績が見込みを

下回ったことによるものでございます。 

３８ページ・３９ページをご覧ください。４款特別高額医療費共同事業拠出金は、２，９３２万

２，７２１円でございます。 

４０ページ・４１ページをご覧ください。５款保健事業費は、３億６，２４６万５，０８７円で

あり、約２，４００万円の不用額となっております。これは、長寿・健康増進事業などで、実績が

目標を下回ったことによるものでございます。 

４２ページ・４３ページをご覧ください。６款基金積立金は、１３億２，４４９万１，６０６円

で、７款諸支出金は、４５億９，０７４万２，２８１円でございます。 

４４ページ・４５ページをご覧ください。８款予備費の支出はございません。 

以上、歳出合計は、予算現額１，５５０億９，７７４万６千円に対し、支出済額は１，５４５億

８，７０２万８，７１５円であり、５億１，０７１万７，２８５円の不用額となりました。 

続きまして、４８ページをご覧ください。実質収支に関する調書でございます。一般会計ですが、

歳入歳出差引額は３，９５３万４千円であり、翌年度へ繰り越すべき財源はなく、結果、実質収支

額は３，９５３万４千円となりました。全額を、翌年度に繰越しするものでございます。 

４９ページをご覧ください。特別会計ですが、歳入歳出差引額は４４億２，４９２万３千円であ

り、翌年度へ繰り越すべき財源はなく、結果、実質収支額は４４億２，４９２万３千円となりまし

た。全額を、翌年度に繰越しするものでございます。 

５２ページをご覧ください。財産に関する調書ですが、１ 公有財産、３ 債権につきましては、

該当はございません。２ 物品につきましては、決算年度中における増減はございません。４ 基

金の（１）の財政調整基金ですが、これは、支出の円滑な調整や、一時借入金の利子に備え、市町
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村事務費精算金の一部を積み立てているものでございます。決算年度中増減高１１８万７，２１６

円の減は、預金利子の積立による増と一般会計への繰り出しによる減によるものでございます。結

果、決算年度末現在高は、１，８９８万９，８９２円となりました。（２）の給付費等準備基金で

すが、これは、年度間の財源を調整し、財政の適正かつ健全な運営のため積み立てているものでご

ざいます。決算年度中増減高の１億２，４４９万１，６０６円の増は、平成２９年度の決算剰余金

の一部積み立てと、預金利子による増、特別会計への繰り出しによる減によるものでございます。

結果、決算年度末現在高は、３３億１，２２３万４，７８７円となりました。 

以上が、平成３０年度の決算の概要でございます。よろしくご審議のうえ、ご認定くださいます

ようお願い申し上げます。 

 

○議長（髙橋弘君） 以上で提案者の説明は終わりました。 

 

    決算審査意見の説明 

○議長（髙橋弘君） 次に、議第６号及び議第７号の議案２件に関して、監査委員から提出されてお

ります決算審査意見の説明を求めます。 

 

○代表監査委員（玉田芳和君） 議長。 

 

○議長（髙橋弘君） 玉田代表監査委員。 

 

○代表監査委員（玉田芳和君） 議第６号 平成３０年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計歳

入歳出決算認定について及び議第７号 平成３０年度山形県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定についての決算審査の概要につきまして、ご説明申し上げます。 

お手元の平成３０年度歳入歳出決算書の５４、５５ページをお願いいたします。 

決算審査につきましては、６月１１日付けで広域連合長より決算書及び附属書類等の提出があ

り、審査をいたしました。 

審査にあたりましては、５５ページ、第３審査の方法に記載のとおり実施をいたしております。

審査の結果、審査に付された各会計の決算及び証書類、その他政令で定める書類は、いずれも関係

法令に準拠して調製されており、その計数は正確であり、予算の執行状況についても、適法かつお

おむね適正に執行されているものと認められました。 

決算の概要については、先ほどの事務局からの説明のとおりでありますので、省略いたします。 

後期高齢者医療制度は、高齢化の一層の進行、高度先端医療の普及などにより、今後も厳しい財

政運営が続くことが予想されます。県内各市町村や関係機関との十分な連携を図り、保健事業計画

に基づく効果的な保健事業の推進により医療費の抑制を図るなど、更なる高齢者福祉の向上と充実

を目指し、常に前向きな運営に努められることを望み決算審査の意見といたします。 

以上でございますが、よろしくお願い申し上げます。 

 

○議長（髙橋弘君） 以上で決算審査意見の説明は終わりました。 
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    質疑 

○議長（髙橋弘君） これより質疑に入ります。 

上程議案に対し、ご質疑ありませんか。 

 

○１５番（市原栄子君） 議長。 

 

○議長（髙橋弘君） １５番 市原栄子議員。 

 

○１５番（市原栄子君） 議第７号 平成３０年度後期高齢者医療特別会計について何点かお尋ねし

ます。今までいただいた資料のご説明によりますと、保険料の収納率は良くなっているということ

でした。平成３０年度は保険料改定の年でしたが、保険料軽減特例の見直しにより、最終的に保険

料収入は増えている状況だということです。そのような中で、低所得者数や短期被保険者証の発行

数が昨年度よりも増えているということは、負担感が高くなってきているのではないかと感じます

が、その点について所見を伺いたいと思います。 

 

○事業課長（星野克之君） 議長。 

 

○議長（髙橋弘君） 星野事業課長。 

 

○事業課長（星野克之君） 短期被保険者証交付数の増加により、被保険者の負担感が強くなってい

るのではないかというご質問でございますが、交付数は、前年と比べて増えている状況でございま

すが、短期被保険者証については、市町村の収納対策の手段として捉えておりまして、市町村の裁

量によるところが大きいと思います。年金の上昇率が滞っている経済状況の中、後期高齢者医療保

険に限らず、市税納税等の負担感等もあるかと思います。各市町村で、短期被保険者証を活用する

ことで、保険料の確保にご尽力いただき、収納率をあげていただいていると感じています。 

 

○１５番（市原栄子君） 議長。 

 

○議長（髙橋弘君） １５番 市原栄子議員。 

 

○１５番（市原栄子君） 短期被保険者証は、収納率向上のために活用しているということでした。

短期被保険者証を交付して、相談をしながら分割納入等で最終的に「参考 翌年６月１日現在」の

数字に減少するということですが、今回は令和元年６月１日現在で約３５０ということで、負担感

があるのではと感じたわけです。そのような中で、健全な財政というのはありますが、負担軽減に

ついては考えて行かなければならないと意見を申し上げます。 

あともう１つ、健康診査実績ですが、地域別健診受診率で、庄内地域の約３３％に対して、他地

は低いということですが、このことについて、どのように分析されているのでしょうか。後期高齢

者医療保険に入る前の各市町村での特定健診の受診率等に関連があるのか、きちんと調査を行い、

科学的に分析していかなければ受診率が増えるということはないと思います。 
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また、昨年度、テレビCMで「７５歳以上の方は歯周疾患等の検診を受けましょう。」というもの

がありました。決算書の４１ページに広告料４６４万円とありますが、CMの効果とその広告料でテ

レビCMの方が金額的にいいのか、お尋ねします。 

 

○事業課長（星野克之君） 議長。 

 

○議長（髙橋弘君） 星野事業課長。 

 

○事業課長（星野克之君） 健康診査実績について、庄内地区の受診率が高いというご質問ですが、

例年庄内地区は高く推移しており、庄内各市町村が健診に力を入れてきた成果なのではないかと思

います。集団検診と個別検診をうまく活用して受診率を上げていると分析しております。内陸部で

は、西川町が特に高い状況でございますので、市町村の取り組み状況によって影響されていると思

います。ご意見いただきました後期高齢者医療保険加入前からの受診率の分析ということですが、

昨年度の長寿医療懇談会でも提案され、今年度から資料等収集し、分析したいと考えているところ

でございます。 

テレビCMの件ですが、決算書４１ページの広告料４６４万円は、指名競争入札を行っており、金

額については、CM本数から見て適正だと考えております。テレビCMは「健康診査受診促進」と「歯

周疾患検診のお知らせ」「フレイル対策」の３本を作りまして、時期により１か月のローテーショ

ンを組んで放映しております。昨年は、７月から１２月までの６か月で計３４２回程放映させてい

ただいております。効果については、具体的・直接的な効果は計れませんが、平成３０年度におい

て健康診査並びに歯周疾患検診の受診率が上がったというのは、各市町村のご努力もありますが、

テレビCMの間接的な効果もあったのではないかと考えております。単年ですと判断できない部分も

ありますので、今年度も実施しながら効果を見ていきたいと考えております。また、「後期高齢者

医療」という名称がまだまだ浸透していないところもありますので、CMを通して「後期高齢者医療

制度」が広く浸透していければと考えております。 

 

○１５番（市原栄子君） 議長。 

 

○議長（髙橋弘君） １５番 市原栄子議員。 

 

○１５番（市原栄子君） 健診について、私は酒田市ですが、国保の前期高齢者医療から後期高齢者

医療代わる方達から、後期高齢者医療になると「がん検診」が全額負担になり、大変負担であると

いう話があるくらい健診を受けようとする意識はあるのかなと感じています。そうした中で、「健

診項目」がこれから見直しされるのか、それとも国から言われるそのままをやるのかというところ

もあります。高齢になり身体も弱くなっていく中で、病院にかからず元気に長生きしていただくと

いう意味でも健診を受けてもらう努力を今後もしていただきたいと思います。 

テレビCMは７月から１２月だったんですね。ただ、放映時間が少し遅い時間なのかなと感じます。

高齢者の皆さんが起きている時間に放映されているのかなと思います。放映時間帯も是非工夫して

いただければと思います。また、一定の年齢になるとパンフレットを渡してもあまり読まれないん
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ですね。私の母親もそうですが、「健診を受けて」ということが書いてあったということがあまり

気が付かないというか、あまり頭に入ってこないようです。ですからテレビCMは一定の効果がある

のかなと思いますので、今後も健診を受けてもらう努力をしていただきたいという意見として終わ

らせていただきます。 

 

○事業課長（星野克之君） 議長。 

 

○議長（髙橋弘君） 星野事業課長。 

 

○事業課長（星野克之君） CM放映の時間帯は、朝６時から７時台というものでございますので、業

者と交渉しながら金額の範囲内で調整していきたいと思います。 

 

○議長（髙橋弘君） ほかにご質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（髙橋弘君） ご質疑なしと認めます。 

以上で質疑を終わります。 

 

  討論 

○議長（髙橋弘君） これより討論に入ります。 

討論ありませんか。 

 

○１５番（市原栄子君） 議長。 

 

○議長（髙橋弘君） １５番 市原栄子議員。 

 

○１５番（市原栄子君） 議第７号 平成３０年度山形県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算認定について、反対の立場で討論をさせていただきます。 

  私は、平成３０年度予算で保険料の率などにより、平成３０年度の負担軽減がされたことについ

ては敬意を表しております。しかしながら、平成２９年度から続いておりました保険料軽減特例の

見直しについては、大幅な保険料の値上げに繋がった方々がおりますので、これを見過ごすことは

できないとも発言させていただいております。このことで、全体の保険料収入決算が前回よりも上

がるという現象が起きているということ、国の制度とはいいながらも、軽減のための対策を是非も

っととっていただきたかったと考えるものであります。予算に反対しておりましたので、決算につ

いても認定に反対するものです。以上、反対討論といたします。 

 

○議長（髙橋弘君） ほかに討論ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（髙橋弘君） 討論なしと認めます。 

以上で討論を終わります。 

 

  採決 

○議長（髙橋弘君） これより採決します。 

日程第６ 議第６号平成３０年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算認定に

ついて及び日程第７ 議第７号平成３０年度山形県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算認定についての議案２件を起立により採決します。 

お諮りします。ただいまの議第６号及び議第７号を原案のとおり認定することに賛成の方の起立

を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（髙橋弘君） ご着席願います。起立多数であります。 

したがって、日程第６ 議第６号及び日程第７ 議第７号の議案２件については、原案のとおり

認定されました。 

 

 

 

    議第８号及び議第９号 

○議長（髙橋弘君） 日程第８ 議第８号令和元年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予

算（第１号）及び日程第９ 議第９号令和元年度山形県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）について、関連がありますので、一括して上程いたします。 

 

    提案理由の説明 

○議長（髙橋弘君） この場合、提案者の説明を求めます。 

 

○連合長（佐藤孝弘君） 議長。 

 

○議長（髙橋弘君） 佐藤連合長。 

 

○連合長（佐藤孝弘君） ただいま上程されました議第８号及び議第９号について、提案理由をご説

明申し上げます。 

議第８号の一般会計補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ   

３，９５３万４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ６億４，３１５万８千円

とするものであります。 

議第９号の後期高齢者医療特別会計補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出
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それぞれ４５億７，１３４万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ     

１，５４４億２，３７０万９千円とするものであります。 

詳細については、事務局よりご説明申し上げます。 

 

○事務局次長（半田薫君） 議長。 

 

○議長（髙橋弘君） 半田事務局次長。 

 

○事務局次長（半田薫君） それでは、初めに、議第８号 令和元年度山形県後期高齢者医療広域連

合一般会計補正予算（第１号）について、ご説明申し上げます。 

議案書３ページをお願いいたします。歳入、歳出にそれぞれ、３,９５３万４千円を増額計上し、

総額を６億４,３１５万８千円とするものでございます。 

詳細につきましては、別冊、令和元年度歳入歳出予算事項別明細書でご説明申し上げます。 

事項別明細書の、３ページ及び４ページをお願いいたします。 

歳入補正につきましては、平成３０年度の決算認定に伴い、歳入歳出差引額３,９５３万４千円

を、４款 1項１目繰越金に全額増額計上しております。本年度の繰越金とするための補正となりま

す。 

歳出補正につきましては、２款１項総務管理費の２目財産管理費に、財政調整基金への積立金と

して１２０万円を増額計上しております。これは、特別会計において一時借り入れが生じた際の借

入金利子については、財政調整基金を財源として対応することとしていることから、その場合の利

子を約２，０００万円と想定し、現在の基金残高で不足する分を、同基金へ積み立てるものでござ

います。また、繰越金から、基金積立金として計上いたしました１２０万円を差し引いた、残りの

３,８３３万４千円につきましては、各市町村への事務費負担金返還金として、同じ総務管理費の

１目一般管理費、２３節償還金利子及び割引料に増額計上しております。 

議第８号 平成３０年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）については、

以上でございます。 

なお、議第９号特別会計補正予算につきましては、説明員を交代させていただきます。 

 

○事業課長（星野克之君） 議長。 

 

○議長（星野克之君） 星野事業課長。 

 

○事業課長（星野克之君） 続きまして、議第９号 令和元年度山形県後期高齢者医療広域連合後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

議案書５ページ、６ページをご覧ください。歳入歳出予算総額に、それぞれ４５億７，１３４万

３千円を増額補正し、補正後の予算総額を１,５４４億２，３７０万９千円とするものであります。 

詳細について令和元年度歳入歳出予算事項別明細書で説明させていただきます。事項別明細書７

ページ、８ページをご覧ください。 

初めに歳入について申し上げます。１款１項市町村負担金でございます。平成３０年度市町村療
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養給付費負担金の精算に伴い、市町村から追加で納入していただく額１億４，６４２万円を増額す

るものであります。８款１項繰越金でございます。平成３０年度の繰越金として４４億２，４９２

万３千円を追加計上するものであります。繰越金は、歳出において、医療給付費等準備基金積立金

と国などへの返還金となります。 

次に歳出について申し上げます。 

９ページ、１０ページ をご覧ください。５款１項基金積立金でございます。平成３０年度剰余

金と国などへの返還金との差額９億１，１４７万９千円及び市町村から追加納付していただく１億

４，６４２万円の合計額、１０億５，７８９万９千円を医療給付費等準備基金積立金として積立て

るため、増額補正を行うものであります。６款１項３目償還金でございます。療養給付費負担金等

について給付費実績に基づき、平成３０年度分負担金等を精算し、返還金として３５億１，３４４

万４千円を、国・県・支払基金・市町村に返還するものであります。 

以上、特別会計補正予算（第１号）の説明でございます。よろしくご審議の上、ご決議ください

ますよう、お願い申し上げます。 

 

○議長（髙橋弘君） 以上で提案者の説明は終わりました。 

 

    質疑 

○議長（髙橋弘君） これより質疑に入ります。 

上程議案に対し、ご質疑ありませんか。 

 

○１５番（市原栄子君） 議長。 

 

○議長（髙橋弘君） １５番 市原栄子議員。 

 

○１５番（市原栄子君） 特別会計の補正で、医療給付費等準備基金積立金に約１０億円積み立てる

ということですが、この基金は最終的にどのような形で使われる基金になのでしょうか。 

 

○事業課長（星野克之君） 議長。 

 

○議長（星野克之君） 星野事業課長。 

 

○事業課長（星野克之君） 医療給付費等準備基金は、保険料の高騰抑制の財源として使用する形で

ございます。 

 

○１５番（市原栄子君） 議長。 

 

○議長（髙橋弘君） １５番 市原栄子議員。 

 

○１５番（市原栄子君） 保険料の高騰抑制財源といいますと、来年度保険料の改定がまた行われま
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す。その中で、この準備基金が使われていくということでしょうか。この準備基金の内、どれくら

い使われるかということと、先程の決算資料では、年度末の基金残高が３３億１,２００万円強と

いうことですが、今後どのくらいの基金積立額となるのでしょうか。お尋ねします。 

 

○事業課長（星野克之君） 議長。 

 

○議長（星野克之君） 星野事業課長。 

 

○事業課長（星野克之君） 基金残高は、平成３０年度末で３３億１，２２３万４，７８７円です。

また、令和元年度特別会計当初予算で、基金からの繰入金として１２億円を計上しておりますので、

その分を差し引いたものに、今回の補正予算額を積み立てる形です。 

また、次年度にいくら使われるかということですが、今から保険料率算定作業が始まりますので、

そこで試算したものが、令和２年度の当初予算となるわけですが、基金からの繰入金も組み入れる

形になると思いますので、詳細についてはその時にご説明させていただきます。 

 

○１５番（市原栄子君） 議長。 

 

○議長（髙橋弘君） １５番 市原栄子議員。 

 

○１５番（市原栄子君） そうしますと、令和元年度は約２１億円残っていて、今回の補正で約１０

億円を積み立てるので、約３１億円が現在この基金に残っていると思います。この基金を新たな令

和２年度に向けた保険料の改定に対していくら使うのか、この基金を全額使えるのか、それとも少

し残さなければならないのか、といったところをお聞きしたかったのですが。是が非でも保険料が

上がらない方向でご尽力をいただきたいと、意見を言わせていただいて終わります。 

 

○事業課長（星野克之君） 議長。 

 

○議長（星野克之君） 星野事業課長。 

 

○事業課長（星野克之君） 保険料は、できれば基金を使わず抑えたいのですが、基金を使わないで

どれぐらいか、基金を使ってどこまで下げられるかといった試算を行いますので、ご意見を参考に

しまして保険料率算定に臨みたいと思います。 

 

○議長（髙橋弘君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（髙橋弘君） ご質疑なしと認めます。 

以上で質疑を終わります。 
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  討論 

○議長（髙橋弘君） これより討論に入ります。 

討論ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（髙橋弘君） 討論なしと認めます。 

以上で討論を終わります。 

 

  採決 

○議長（髙橋弘君） これより採決します。 

初めに、日程第８ 議第８号令和元年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１

号）を起立により採決します。 

お諮りします。ただいまの議第８号を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（髙橋弘君） ご着席願います。全員起立であります。 

したがって、日程第８ 議第８号については、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（髙橋弘君） 次に、日程第９ 議第９号令和元年山形県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）を起立により採決します。 

お諮りします。ただいまの議第９号を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（髙橋弘君） ご着席願います。全員起立であります。 

したがって、日程第９ 議第９号については、原案のとおり可決されました。 

 

 

議第１０号 

○議長（髙橋弘君） 日程第１０ 議第１０号山形県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任につい

てを上程いたします。 

 

    提案理由の説明 

○議長（髙橋弘君） この場合、提案者の説明を求めます。 

 

○連合長（佐藤孝弘君） 議長。 
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○議長（髙橋弘君） 佐藤連合長。 

 

○連合長（佐藤孝弘君） ただいま上程されました議第１０号について、提案理由をご説明申し上げ

ます。 

議第１０号につきましては、山形県後期高齢者医療広域連合規約第１７条第１項の規定により当

広域連合に置く監査委員のうち、同条第２項における広域連合議員から選出された石澤秀夫委員の

任期が去る４月３０日をもって満了したため、改めて石澤秀夫議員を委員に選任することについて、

同意を求めようとするものであります。 

なお、本日欠席となっています石澤秀夫議員には、議案を上程する旨、予め了解を得ております

ことを申し添えます。 

以上で説明を終わりますが、よろしくご審議の上、ご同意くださいますようお願い申し上げます。 

 

○議長（髙橋弘君） 以上で提案者の説明は終わりました。 

 

    質疑 

○議長（髙橋弘君） これより質疑に入ります。 

上程議案に対し、ご質疑ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋弘君） ご質疑なしと認めます。 

以上で質疑を終わります。 

 

  討論 

○議長（髙橋弘君） これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（髙橋弘君） 討論なしと認めます。 

以上で討論を終わります。 

 

  採決 

○議長（髙橋弘君） これより採決します。 

日程第１０ 議第１０号山形県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任についてを起立により

採決します。 

お諮りします。ただいまの議第１０号を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 
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○議長（髙橋弘君） ご着席願います。全員起立であります。

したがって、日程第１０ 議第１０号については、原案のとおり同意されました。 

○議長（髙橋弘君） 以上で本日の日程は全部終了しました。

広域連合長あいさつ 

○議長（髙橋弘君） この際、連合長から発言を求められておりますので、これを許可します。

○連合長（佐藤孝弘君） 議長。

○議長（髙橋弘君） 佐藤連合長。

○連合長（佐藤孝弘君） 広域連合議会７月定例会が閉会されるに当たり、一言ごあいさつを申し上

げます。

本日の７月定例会に提案いたしました各案件について、慎重なるご審議を賜り、それぞれご決議、

ご認定をいただきまして、誠にありがとうございました。

後期高齢者医療制度も、施行から１１年が経過し、制度自体、だいぶ安定してきたものと思われ

ますが、高齢化の進行などにより、今後も医療費の増加が見込まれていることは、皆さま御承知の

とおりと存じます。

このような状況のもと、制度を持続可能なものとしていくためには、医療費の適正化や保健事業

などの取り組みを通じ、被保険者の方々に対する予防・健康づくりをより一層進めていく必要があ

り、当広域連合としても、市町村や関係機関との連携を一層密にしながら、制度の健全な運営に努

めていかなければならないと考えております。

議員の皆さまにおかれましては、健康に御留意の上、今後とも後期高齢者医療制度の確実な運営

のため、なお一層の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げまして、あいさつといたします。 

本日は誠にありがとうございました。

○議長（髙橋弘君） 以上で、令和元年７月山形県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉会します。

午後３時１５分 閉会 
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